
 

 1 

東京都災害拠点病院災害時拠点強靭化緊急促進事業に関する補助金交付要綱 

 

平成２７年３月１２日 ２６福保医救第１２８０号 

一部改正 令和元年５月８日 ３１福保医救第１２２号 

 一部改正 令和２年６月１９日 ２福保医救第５５４号 

一部改正 令和３年４月１５日 ３福保医救第９６号 

一部改正 令和４年４月２８日 ４福保医救第３９号 

一部改正 令和５年８月２日 ５保医医救第９８号 

 

第１ 目的 

   この要綱は、大規模災害発生時において多数の負傷者を受け入れるために必要となる施設

又は設備の整備に対して補助金を助成することにより、東京都災害拠点病院の機能の拡充を

図ることを目的とする。 

 

第２ 補助対象 

   補助対象者及び補助対象事業は、次に掲げる事項とする。 

１ 補助対象者 

   東京都災害拠点病院の開設者。ただし、国、東京都及び地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第１条の３に規定する地方公共団体を除く。 

２ 補助対象事業 

  大規模災害発生時において多数の負傷者を受け入れるために付加的に必要となる次に掲

げる事業とする。なお、平常時の入院患者、外来患者及び病院職員（以下、「通常在館者」

という。）用の整備に関しては補助対象外とする。 

  （１）受入スペースの整備 

（２）備蓄倉庫の整備 

（３）受入関連設備の整備 

  

第３ 補助要件 

 １ 次のいずれかに該当する耐震性を有するものであること 

 （１）新築の場合にあっては、耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２に相当するもので

あること又は免震構造若しくは制震構造等により、地震被災時における躯体の保全に配慮



 

 2 

していること。 

 （２）旧耐震基準により建築された場合にあっては、耐震改修又は耐震診断により、耐震性を

有することが確認されること。 

２ 通常在館者が、当該施設において３日間滞在するために必要となる備蓄品（食料、水、毛

布、医薬品、医療機器、簡易ベッド等）を保管可能な備蓄倉庫が確保されているものである

こと。 

３ 通常在館者分の備蓄品を保管するための備蓄倉庫については、次のいずれかに該当するも

のであること。 

（１）東京都災害拠点病院等施設整備費補助金交付要綱（平成１０年８月２１日付１０衛医救

第２１１号）等で規定する補助金を受けて整備されたもの 

（２）東京都災害拠点病院等施設整備費補助金交付要綱等で規定する補助金を受けて当該事業

とともに整備されるもの 

（３）（１）及び（２）に掲げるもののほか、都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）

第４５条の１５第１項の規定による管理協定の締結等により、備蓄倉庫として適切に維持

管理されると認められるもの 

 ４ 新築の建築物は、原則として省エネ基準（建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法

律（平成 27 年法律第 53 号）第２条第１項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基

準をいう。）に適合すること。 

５ 令和６年３月３１日までに着手（東京都災害拠点病院等施設整備費補助金を受けて設計等

に着手した場合、又は施設・建設物の設置等に関して法令に基づく許認可等を終えた場合を

含む）された事業であること。 

 

第４ 補助金の交付 

   この補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、交付額は、次の１及び２により算出し

た額とする。 

１ 次表第２欄に定める基準額と第３欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の

額を選定する。 

２ １により選定された額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少

ない方の額を交付額とする。ただし、算出した額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、

これを切り捨てるものとする。 

ここで、負傷者の受入れに伴い付加的に必要となる施設及び設備の整備に要する費用とは、
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通常在館者と付加的に受け入れる負傷者の人数比で按分することで算出することを基本とす

る。 

  通常在館者数とは、病床数、一日平均外来患者数及び職員数を合計したものであり、付加

的に受け入れる負傷者数とは、病床数を２倍にした数以下の数及び一日平均外来患者数を５

倍にした数以下の数を合計したものとする。 

 

１ 種別  ２ 基準額 ３ 対象経費  

受入スペースの整備  知事が定める額 

 負傷者の円滑な受入れのため付加的に必要となるスペー

スを区画する工事及び当該スペースに至る経路の段差解消

等の工事に要する費用 

備蓄倉庫の整備 知事が定める額 
負傷者の受入れに伴い付加的に必要となる備蓄倉庫の工

事に要する費用 

受入関連設備の整備  知事が定める額 

負傷者の受入れに伴い付加的に必要となる発電設備・蓄

電池、給水関連設備（貯水槽、防災井戸等）、マンホールト

イレ、非常用照明設備、通信設備、災害用の大型ヘリコプ

ターに対応するヘリポートの工事に要する費用及び酸素吸

入配管等の設備を設置するための費用 

 

第５ 補助金の交付申請 

補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらかじめ知事の指定す

る日までに、別紙第１号様式による交付申請書を知事に提出しなければならない。 

なお、補助対象事業又は補助対象事業を含む建設工事の施工が複数年度にわたる場合には、

初年度の補助金の交付の申請までに、当該建設工事に係る事業費の総額及び補助事業の完了

の予定期日等について別紙第２号様式による全体設計承認書を知事に提出し、承認を受けな

ければならない。 

   また、当該建設工事に係る事業費の総額を変更する場合も同様とする。 

 

第６ 補助金の交付決定 

１ 知事は、第５の規定による補助金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類の

審査並びに必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速や
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かに補助金の交付の決定をするものとする。 

２ 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る

事項につき修正を加えて交付の決定をすることができる。 

 

第７ 決定の通知 

   知事は、第６の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及び

条件を申請者に通知するものとする。 

 

第８ 申請の撤回 

 申請者は、第７の規定による補助金の交付決定の通知を受けた後、当該通知に係る補助金

の交付の内容又は条件に異議があるときは、交付決定の日から１４日以内に申請の撤回をす

ることができる。 

 

第９ 交付の条件 

   この補助金の交付条件は、東京都補助金等交付規則（昭和３７年東京都規則第１４１号）

及び地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱（令和３年３月３１日付国住街第

２２３号、国住市第１５６号）に基づき次のとおりとする。 

   なお、補助事業に係る契約については、保健医療局医療政策部医療施設等施設・設備整備

費補助金に係る契約手続基準（平成１７年４月１日付１６福保医政第１４５０号）によるこ

ととする。 

１ 事情変更による決定の取消し等 

 （１）知事は、補助金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要

が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若

しくは条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る

部分については、この限りでない。 

 （２）（１）の規定により補助金の交付決定を取り消すことがある場合は、天災地変その他補助

金の交付決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなく

なったと認める場合に限るものとする。 

 （３）（１）の規定による補助金の交付決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業に

対しては、補助事業に係る残務整理に要する経費及び補助事業を行うために締結した契約

の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費に係る補助金を交付する。 



 

 5 

 （４）（３）の規定による補助金交付額の当該経費に対する割合その他その交付については、（１）

の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。 

２ 承認事項 

  補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業が次の一に該

当する場合は、あらかじめ、以下の通り書面を提出し承認を受けなければならない。 

（１）補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 

    別紙第３号様式による補助金交付決定取消申請書を知事に提出しなければならない。 

（２）補助事業の内容を変更しようとするとき 

   別紙４号様式による補助金交付決定変更申請書に変更工事設計書を添えて知事に提出

しなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。 

   軽微な変更とは、次の各号に掲げる変更で、補助金の額に変更を生じないものとする。 

   ア 工事施工箇所の変更で工事の重要な部分に関するもの以外のもの 

   イ 施設の構造及び工法の変更のうち工事の重要な部分に関するもの並びに規模の変更

で、補助金の交付の決定の基礎となった設計（変更設計を含む。）に基づく工事の程度

を著しく変更するもの以外のもの 

   ウ 本工事費、附帯工事費の工種別の金額の３割（当該工種別の金額の３割に相当する

金額が 9,000 千円以下であるときは 9,000 千円）又は 30,000 千円を超える変更以外の

もの 

   エ その他知事が認めるもの 

（３）補助事業の完了予定日を変更しようとするとき 

別紙第５号様式補助事業完了予定期日変更報告書を知事に提出しなければならない。 

３ 事故報告 

 （１）補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった

場合は、速やかにその理由その他必要事項を書面により報告しなければならない。 

 （２）（１）の報告に基づき、必要な指示を与えられた場合は、直ちにその指示に従わなければ

ならない。 

４ 状況報告 

   知事は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要と認めるときは、補助事業の実施  

状況、経理状況及びその他必要な事項について、報告を徴し、又は検査を行うことができる。 

５ 遂行命令等 

 （１）知事は、補助事業者が提出する報告及び地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２



 

 6 

１条第２項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又は条件に従って遂行

されていないと認めるときは、これらに従って当該補助事業を遂行するよう命ずる。 

（２）補助事業者が（１）の命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることが

できる。 

（３）（２）の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が補助金の交付決定の内容及び条

件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、９の規定により当該  

補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

６ 実績報告 

（１）補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は都の会計年度が終了したときは、あらか

じめ知事の指定する日までに、別紙第６号様式による事業実績報告書を知事に提出しなけ

ればならない。 

なお、補助事業が複数年度にわたる場合、都の会計年度が終了したときには、あらかじ

め知事の指定する日までに、第７号様式による年度終了事業実績報告書を知事に提出しな

ければならない。その際、残存物件を翌年度当該補助事業に使用する場合は、別紙８号様

式残存物件継続使用承認申請書を知事に提出しなければならない。その他残存物件の取扱

いについては、「補助事業等における残存物件の取扱いについて」（昭和３４年３月１２日

付建設省会発第７４号建設事務次官通達）及び「公営住宅建設事業等における残存物件の

取扱いについて」（昭和３４年４月１５日付建設省住発第１２０号住宅局長通達）の定める

ところによるものとする。 

（２）補助事業者は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税法（昭和

63 年法律第１０８号）第３０条の規定により課税標準額に対する消費税額から控除する

課税仕入れに係る消費税額（以下、仕入控除税額という。）が確定した場合は、別紙第９

号様式により速やかに知事に報告しなければならない。 この場合において、知事が仕入

控除税額相当分の全部又は一部の返還を命じたときは、補助事業者は、これを返還しなけ

ればならない。 

７ 補助金額の確定等 

 知事は、６の規定による事業実績の報告があったときは、当該事業実績報告書の審査及び

必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び条件に適合

すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。 

８ 是正のための措置 

 知事は、７の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及び条
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件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

９ 決定の取消し 

（１）知事は、補助事業者が次の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取

り消すことができる。 

 ア 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

 イ 補助金を他の用途に使用したとき 

 ウ 補助金の交付決定の内容又は条件その他法令又はこの要綱による指示に違反したと

き 

（２）（１）の規定は、補助金額の確定があった場合においても適用する。 

10 補助金の返還 

（１）知事が補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業者が補助事業の当該取消

しに係る部分に関し、既に補助金を受領している場合には、知事の指定する期日までに取

り消された金額を返還しなければならない。 

（２）（１）の規定は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金を受領している場合においても適用する。 

11 違約加算金及び延滞金 

（１）９の規定により、知事が補助金の交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、

補助金の返還を命じたときは、補助事業者はその命令に係る補助金の受領の日から納付の

日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間に

ついては、既納額を控除した額）につき年１０．９５パ－セントの割合で計算した違約加

算金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

（２）知事が補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日までに納付しな

かったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０．

９５パ－セントの割合で計算した延滞金（１００円未満の場合を除く。）を納付しなけれ

ばならない。 

12 違約加算金の計算 

知事が１１の規定により、加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金

額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金

の額に充てるものとする。 

13  延滞金の計算 
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知事が１１の（２）の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、補助事業者が返

還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間

に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額はその納付金額を控除した額によるものとす

る。 

14 維持管理 

補助事業者は、補助事業により取得した機器については、補助事業終了後においても善 

良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。 

15 財産の処分 

 補助事業者は、補助事業により取得した機器について、東京都災害拠点病院に指定されて

いる期間中、知事の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、

貸し付け、又は担保に供してはならない。 

 

第 10 経理書類の保管 

補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支

出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれ

らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保存しておかなければならな

い。 

 

第 11 書類の提出方法 

前項に規定する書類のうち補助事業者が申請又は報告等すべきものについては、知事に３

部提出するものとする。 

 

第 12 その他 

ここに定めるもののほか、この補助金の交付については、「東京都補助金等交付規則」（昭

和３７年東京都規則第１４１号）、「地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱（令和３

年３月３１日付国住街第２２２号、国住市第１５５号）」及び「地域防災拠点建築物整備緊急

促進事業補助金交付要綱（令和３年３月３１日国住街第２２３号、 国住市第１５６号）」の

定めるところによるものとする。 

 

附則（２６福保医救第１２８０号） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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 附則（３１福保医救第１２２号） 

この要綱は、決定の日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。 

附則（２福保医救第５５４号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

附則（３福保医救第９６号） 

この要綱は、決定の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附則（４福保医救第３９号） 

  この要綱は、決定の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

ただし、この要綱の施行の際、設計等に着手している事業については、なお従前の例による

ことができる。 

附則（５保医医救第９８号） 

  この要綱は、決定の日から施行し、令和５年７月１日から適用する。 


